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平成２８年（ワ）第２４５４３号 損害賠償請求事件      

原  告  柳田 辰雄 

被  告  国立大学法人東京大学  

原告準備書面 （３）  

２０１７年 ２月２３日 

東京地方裁判所民事第１４部合２Ａ係 御中 

 

原告訴訟代理人 弁護士  柳 原  敏 夫 

 

本書面は、第１に、「国際政策協調学」分野を「社会的意思決定」分野に変更した

手続（以下、本件分野変更手続という）が違法である根拠となる被告の内部規則が

判明したこと、第２に、違法な本件分野変更手続により原告の学問の自由が侵害さ

れた具体的な内容について明らかにしたものである。 

 

目 次 

１、第２の手続違反――基幹専攻会議で分野の選定について審議・決定の不存在―

―の根拠となる被告の内部規則                     １頁 

２、本件人事１の違法な手続と原告の学問の自由の侵害との関係           ２頁 

 

１、第２の手続違反――基幹専攻会議で分野の選定について審議・決定の不存在―

―の根拠となる被告の内部規則 

今般、原告は、原告準備書面（２）６頁で主張した第２の手続違反すなわち基幹

専攻会議で分野の選定について審議・決定の不存在――の根拠となる被告の内部規

則を入手したので、証拠として提出する（甲５０～５２）。 

 これは２００３年（平成１５年）９月１７日の学術経営委員会で承認、制定され
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た「教官選考に当たっての分野及びポストの審議に関する申合わせ」（以下、本件規

則という）であり、教員人事における分野及びポストの審議のために新たに分野選

定委員会を設置し、その具体的な運用について定めたものである。 

注目すべきなのは、本件規則（当初の甲５０及びその後改正の甲５１、同５２の

いずれも）の注釈として、 

注１．「分野及びポスト」の変更が生じる場合は、再度、発議からやり直す。 

と明記していることである。 

すなわち、発議により学術経営委員会で教員人事が進められている中で、「分野及び

ポスト」の変更が生じる場合には、人事手続として、最初から、発議からやり直す

必要があることが明らかにしたものである。 

 従って、原告準備書面（２）６頁で主張した通り、国際政策協調学の教授人事（以

下、本件人事１と略称）において、既に決まっていた国際政策協調学分野を社会的

意思決定に変更する場合には、発議した専攻の基幹専攻会議で分野の変更について

審議・決定して「発議をやり直す」ことが必要であるのに、それをしなった本件人

事１は本件規則に違反することが明らかであり、違法と言わざるを得ない。 

 

２、本件人事１の違法な手続と原告の学問の自由の侵害との関係 

(1)、結論 

原告準備書面（２）及び上記１で主張した通り、本件人事１の手続は違法であり、

この違法な手続により、国際政策協調学の教授人事の実現が妨げられた。その結果、

国際政策協調学の新任教授との間で進めようと準備していた原告の本学融合（その

具体的な内容は(2)で述べる）の取り組みは頓挫し、本学融合の研究に多大な支障を

もたらした。これは原告にとっての学問の自由の重大な侵害にほかならない。 

(2)、本学融合の具体的内容 

本学融合の具体的内容は今般提出の甲４８原告陳述書（３）２に述べた通りであ

る。すなわち、 
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①．学問の対象は「国際システムの秩序と安定」である。 

②．学問の方法は『経済、政治、法が相互依存及び相互作用する国際社会の動態全

体をリアルに捉えるために、国際社会における経済、政治、法の相互依存及び相互

作用を正面から探求する新しい研究方法を採用した。それが従来の経済学、政治学

および法学の再統合である。具体的には「国際政治経済システム学」、「国際政策

協調学」及び「国際環境組織論」の３つの分野の研究者がぞれぞれの分野の研究成

果を持ち寄り、その相互交流・意見交換を通じて、国際社会における経済、政治、

法の相互依存及び相互作用を共同で探求すること』である。 

 この立場から、原告のイニシアチブにより、１９９９年、環境学専攻の下に国際

環境基盤学大講座が設立されたとき、この大講座の中に、社会科学における国際政

治学、国際経済学および国際法の３つの分野の研究者を集めることが決まり、２０

０６年４月、大講座が国際協力学専攻に改組された後は、制度設計講座の中に「国

際政治経済システム学」、「国際政策協調学」及び「国際環境組織論」の３つの分

野の研究者を集めることが決まったのである。 

(3)、本件人事１の違法な手続による本学融合の頓挫 

 しかるに、２０１０年５月、学術経営委員会で教授選考委員会が設置され、国際

政策協調学の教授人事がスタートしたが、その募集活動のさなか同年１１月に突然、

この教授人事は一方的に中断され、発議した国際協力学専攻の基幹専攻会議で変更

の説明も変更の審議・了承もないまま、教授人事の分野が国際政策協調学から社会

的意思決定に変更された。１で前述した通り、この人事手続は本件規則に違反する

違法なものであり、この違法な人事手続の結果、国際政策協調学の教授人事は実現

できなくなった。 

そのため、国際政策協調学の新任教授との間で進めようと準備していた原告の本

学融合の取り組みは頓挫し、本学融合の研究に多大な支障をもたらした。これは原

告にとっての学問の自由の重大な侵害にほかならない。 

以 上 


